
   
 

「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」 

開催要綱 

 

１ 目的 

令和３年 12 月 17 日に大阪市北区において多数の死傷者を伴うビル火災が発生

した。この火災の原因調査の結果等を踏まえ、今後取り組むべき防火・避難対策

等について検討する。 

 

２ 検討事項 

  検討会は、以下に掲げる事項について検討する。 

（１）階段が１つしか設けられていないビルにおいて今後取り組むべき防火・避難

対策 

（２）危険物の取扱い 

（３）その他 

 

３ 検討会の構成等 

（１）検討会の委員は、別添のとおりとする。 

（２）検討会に座長を置く。座長は、消防庁長官及び国土交通省住宅局長が委員の

中から指名する。 

（３）座長は、検討会を代表し、会務を統括する。 

（４）座長に事故のある場合は、座長が指名した委員がその職務を代理する。 

（５）座長は、必要に応じて委員以外の学識経験者等を検討会に参加させ、意見を

聴取することができる。 

（６）消防庁長官及び国土交通省住宅局長は、オブザーバーの検討会への参加を認

めることができる。 

（７）検討会の議事録及び資料は原則として公開するものとする。ただし、座長が

検討会の運営上必要と認める場合や秘匿を要する情報等が含まれる場合は、こ

の限りではない。 

 

４ 委員の任期 

委員の任期は、任命日から令和４年 12 月 31 日までとする。 

 

５ 事務局 

検討会に係る事務局は、消防庁予防課及び国土交通省住宅局参事官付に置く。 

 

６ 雑則 

本要綱に定めるもののほかは、事務局と協議の上、座長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年２月８日から施行する。 
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